
別  紙 

委  託  契  約  条  項 

 
（総 則） 

第１条 受注者は、この契約の定めるところにより業務委託を誠実に履行し、発注者は、受注者に
対する債務を履行しなければならない。 

 
（権利義務の譲渡等） 

第２条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら
ない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りでない。 

２ 発注者は、この契約に基づき取得した目的物（以下「成果品」という。）を自由に使用し、又
はこれを使用するときにはその内容を変更することができる。 

 
（再委託等の禁止） 

第３条 受注者は、本業務の全部又は大部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。た
だし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 

 
（特許権等の使用） 

第４条 受注者は、本業務の履行にあたり特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法
令に基づき保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっているものを使
用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者の責めに
帰すべき事由を起因として権利侵害となる場合は、この限りではない。 

 
（業務委託の調査等） 

第５条 発注者は、必要がある場合には、業務委託に関して受注者に説明若しくは報告を求め、又
は調査若しくは指示をすることができる。 

 
（業務内容の変更等） 

第６条 発注者は、必要がある場合には、業務委託の内容を変更し、又は業務委託の全部若しくは
一部を一時中止することができる。この場合において、契約金額及び履行期限を変更する必要が
あるときは、発注者と受注者とが協議して定める。 

２ 受注者は、業務委託について仕様書の不備、不測の事態の発生その他正当な理由がある場合は、
発注者に対し業務委託の内容の変更を請求することができる。この場合において、契約事項を変
更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。 

 
（履行期限の延長） 

第７条 受注者は、受注者の責めに帰することのできない事由により履行期間内に契約の履行を完
了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を
請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履
行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事
由による場合においては、契約代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害
を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 
（損害） 

第８条 第10条第４項の規定による成果品の引き渡し前に生じた損害その他業務委託の処理に関
して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者の負担とする。ただし、その損害
のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者の負担とする。 

 
（履行遅滞による損害） 

第９条 発注者は、受注者の責めに帰する理由により履行期限内に業務委託を完了することができ
ない場合において、期限経過後相当の期間内に完了する見込みがあるときは、受注者から違約金
（遅滞日数１日につき、契約金額の1,000分の１の額とする。）を徴収して、期限を延長するこ
とができる。 

２ 発注者の責めに帰する理由により第11条の規定による契約金額の支払いが遅れたときは、受注



者は、発注者に対し、期間を経過した日から支払いをする日までの日数につき、政府契約の支払
遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条の規定により指定された率（以下「法
定率」という。）によって算定した遅延利息の支払いを請求することができる。 

 
（検査及び引き渡し） 

第10条 受注者は、業務委託が完了したときは、履行届を発注者に提出し、この契約に定める成果
品について発注者の検査を受けなければならない。 

２ 発注者は、受注者から前項の履行届を受理したときは、その日から起算して10日以内に検査し
なければならない。 

３ 前項の規定による検査の結果不合格となり、発注者から期限を指定して補正を命ぜられたとき
は、受注者は、自己の負担で指定期限内にこれを行い、発注者の検査を受けなければならない。
この場合における発注者の検査については、前２項の規定を準用する。 

４ 発注者の検査に合格したときは、受注者は、成果品を発注者に引き渡すものとする。 
 
（契約金の支払い） 

第11条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対し、契約金の支払いを請
求する。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者から適正な請求書を受理したときは、その日から起算して
30日以内に契約金を支払わなければならない。 

３ 発注者が受注者の申し出により前金払をすることが適当と認めたときは、受注者は、契約金額
の10分の３以内の金額（10万円単位とし、10万円未満は切り捨てる。）を請求することができる。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から適正な請求書を受理したときは、その日から起算して
14日以内に前払金を支払うものとする。 

 
（部分払） 

第12条 受注者は、発注者が部分払をすることが適当と認めたときは、その指示する部分が完了し
た後、発注者にその旨届け出て検査を受けなければならない。 

２ 部分払の額は、前項の検査に合格した部分に対する契約金相当額の10分の９以内とし、その支
払方法は前条第２項の定めの例による。 

３ 前払金の支払いを受けた場合に、部分払を受けることができる金額は、第１項の検査に合格し
た部分に対する契約金額相当額に対する契約金額の割合を、当該前払金の支払額に乗じて得た金
額を前項の規定による部分払相当額から減じた額とする。 

 
（瑕疵担保） 

第13条 発注者は、契約の履行に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めて損害の
賠償を求めることができる。 

２ 前項の規定による瑕疵の損害賠償の請求は、契約の履行の完了日から1年以内に行わなければ
ならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行
うことのできる期間は10年とする。 

３ 発注者は、契約の履行の完了の際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわら
ず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の損害賠償の請求をすることはできな
い。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。 

４ 第1項の規定は、契約の履行の瑕疵が発注者の指示により生じたものであるときは適用しない。
ただし、受注者がその指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、こ
の限りでない。 

 
（契約の解除等） 

第14条  発注者は、受注者の責めに帰する理由により、履行期限内に業務委託を完了する見込みが
ないと認められるとき、受注者がこの契約に違反したときその他契約の目的を達することができ
ないと認められるときはこの契約を解除することができる。受注者が契約の解除を申し出たとき
も同様とする。 

２ 前項の規定により契約を解除する場合において、第11条第４項の規定により前金払をしたとき
は、受注者は、前金払額に前払金を支払った日から返還の日までの日数につき法定率によって算
定した利息を付けて、発注者に返還しなければならない。 

３ 発注者は、第１項の定めにより契約を解除し、これによって損害を受けた場合は、契約金額の



100分の10以上の額を違約金として受注者から徴収することができる。 
４ 発注者は、業務委託が完了しない間は、第１項の定めによるほか必要がある場合には契約を解
除することができる。この場合において、前金払をしたときは第２項の定め（利息に関する定め
を除く。）を準用する。 

５ 前項の定めによる契約の解除により受注者に損害を生じたときは、発注者はこれを賠償しなけ
ればならない。この場合の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 

６ 発注者が第１項又は第４項の定めにより契約を解除した場合に、一部完成した成果品で発注者
の検査に合格したものがあるときは、当該成果品を発注者の所有とすることができる。この場合
において、発注者は、当該成果品に対する契約金の相当額（前金払をしたときは、前金払額を控
除した額）を受注者に支払わなければならない。 

 
（秘密の保持） 

第15条 受注者は、業務委託の実施により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 
 
（契約外の事項等） 

第16条 この契約に定めのない事項及びこの契約について疑義を生じたときは、発注者と受注者と
が協議して定める。 


